
 

 

 

 

 

◎ 申請に当たり、患者の方について下記の事項をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記が全ての事例を網羅しているとは限りませんので、不明な点がある場合等はお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

小児精神病（入院医療費助成）を申請される方へ 

Q 現在、小児精神病医療費助成の認定を受けて入院を継続していますか？ 

Q 申請日当日において 18歳未満ですか？ 制度の対象になりません。 

※ 18歳の誕生日の前々日までに申請された方が制度の対象です。 

 （「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、誕生日の前日に満 18歳となりま

す。） 

Q 住民票は、東京都にありますか？ 

Q 健康保険に加入していますか？ 

Q 精神科病院又は精神科の病床（ベッド）に入院していますか？ 

 ※ 退院していても申請日から最大 2か月前の月まで遡及が可能 

制度の対象者です。次ページへお進みください。 

制度の対象になりません。 

制度の対象になりません。 

制度の対象になりません。 
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～ 小児精神病（入院医療費助成）認定申請のご案内 ～ 
 

１ 申請の区分 

（１） （新 規）今までに一度も制度の認定を受けたことがない方の申請 

（２） （更 新）認定を受けて入院を継続中の方の申請 

（３） （その他）過去に制度の認定を受けたことがある方の再申請（更新申請を除く。） 

 

２ 申請に必要な書類 

 （１） 医療費助成申請書【必須】 

   所定の様式。申請窓口又は当局のホームページから入手できます。 

 （２） 診断書（申請日前 3か月以内に作成されたもの）【必須】 

   所定の様式。申請窓口又は当局のホームページから入手できます。 

 （３） 医療保険の資格情報の確認ができる書類【必須】 

   以下のいずれかの方法でご用意をお願いします。 

① 資格確認書又は資格情報のお知らせの写し 

② マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの（申請者があらかじめ自身のモバイル端末からマ

イナポータルにログインし、保険資格情報をＰＤＦでダウンロードして印刷したものにより確認する

ことが可能です。） 

③ 窓口におけるマイナポータル被保険者資格情報の画面の提示 

 （４） 遅延理由書【該当者必須】 

   入院を開始した月の翌月以降に申請する場合は、遅延理由書が必要です。 

    

※ 正当な理由による遅延であると診査会が認めたときに限り、申請日から２か月前の初日まで遡及して

認定されます。 

 

 

 

 

 （５） マイナンバー関係書類【可能な限り提出】 

   医療券の代わりにマイナンバーカードを使用できるＰＭＨ情報連携を希望する場合、マイナンバーの提供

が必要になります。その際は、下記３種類全ての書類により、申請者の身元確認及びマイナンバーが正しい

ことの確認を行います。 

    

 

 

   ※ 上記方法による提供が困難な場合でも、区市町村の窓口において、住民基本台帳等の職権確認による

マイナンバーの提供が可能です。申請時にお申し出ください。 

   ※ なお、医療券が認定された時点で助成期間を過ぎている場合、ＰＭＨ情報連携の対象にはなりません。 

（６） 住民票（申請日前 3か月以内のもので、コピーは不可）【原則不要】 

  申請先の区市町村に住民票がない等の事情により、区市町村の窓口における住民基本台帳の確認ができな

い場合のみ、添付を求める可能性があります。 

   その際は、個人番号の記載がなく、患者の方と申請者（扶養義務者）の続柄がわかるものを提出してくだ

さい。 

ただし、更新申請で前回認定時の住所と変更がない方は、必要ありません。 

   なお、外国籍の方が申請する場合も同様です。 

 

 

 

 

例）１月３１日に入院し、２月１日に申請する場合は遅延理由書が必要です。 

例）１月３１日に入院し、４月１０日に申請した場合 

   ２か月前   → ２月１１日 なので、 

２か月前の初日→ ２月１日 まで遡及します。 

 ※ 遡及できない期間に属する１月３１日の入院費については、制度の適用外となります。 

   

●患者本人の個人番号確認…（本人の）個人番号カード、通知カード、住民票の写し等 

●申請者の身元確認…（申請者の）個人番号カード、免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード等 

●申請者の代理権の確認…【法定代理人の場合】戸籍謄本等、【任意代理人の場合】委任状（所定の様式） 

   



 

３ 申請先 

  住所地にある保健所、保健センター、区市町村の福祉課等が窓口となります。 

※ 申請に基づき診査を行い、認定の可否を決定します。認定された方には医療券が交付され、都から申請

者宛てに郵送します。 

 

４ 入院医療費助成期間（認定期間）について  

  診断書に記載された「治療見込期間」が入院医療費助成期間（認定期間）になります。 

認定期間は１年間が限度です。１年を超えて継続入院されるときは更新申請が必要です。 

※ 制度の認定を受けて入院治療を継続している方が更新申請する場合は、２０歳の誕生月の末日まで認定

対象となります。 

 

 

※ 診断書に記載された「治療見込期間」が実際の入院期間と相違ないか、申請前にご確認ください。 

 

５ 助成される医療費の範囲 

  健康保険が適用される入院医療費について、高額療養費の支給を受けた上での自己負担額のうち食事療養標

準負担額を除いた額となります。自己負担扱いとなる費用（差額ベッド代など）は対象外です。  

 

６ 医療費助成の受け方 

  病院窓口に医療券を提示してください。また、申請時にマイナンバーを提供いただいた方は、医療券の代わ

りにマイナンバーカードを使用できます。 

  認定期間内で既にお支払いが済んでいる入院費については、医療費助成分を申請者の金融機関の口座に振り

込みます。医療券と一緒に必要書類をお送りしますので、所定の用紙に病院の証明を受けて都に請求してくだ

さい。 

 

６ 認定内容に変更があった場合 

  氏名、住所、健康保険に変更があった場合は、変更届（申請窓口又は当ホームページから入手できます。）に

変更事実が確認できる書類の写しを添付して申請窓口にご提出ください。 

  認定期間中に退院し、退院したその日に他院へ転院した場合は、引き続き医療券をご利用できます。変更届

により病院変更の手続をしてください。 

 

７ 認定に関するお問合せ先 

  東京都立中部総合精神保健福祉センター 

  事務室 小児精神担当  電話 ０３－３３０２－７７３９ 

  

８ 助成に関するお問合せ先 

  東京都福祉局 生活福祉部 

   医療助成課 医療給付担当（マル都担当）  電話０３－５３２０－４４５４ 

 

 

 

 

＜ご注意＞認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場

合は、認定期間内であっても医療券はご利用になれません。再度ご申請ください。 


